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本書は、第 1部で、憲法と自衛隊の矛盾の解決のため、イギリス流の法の
支配と平和的生存権の保障手続を学び、その日本への適用を考える。そして、
第 2部で、国際関係と憲法と日米安保条約と自衛隊の関係について、2015年
9月 30日の安保関連２法を踏まえて考察する。最後に、その前提として、第
3部で、そもそもの憲法と自衛隊の矛盾を生み出す原因となった背景的歴史を
振り返り、およそ戦争が悪いとか、陸軍が悪いといった単純化を避け、国軍
の統制を含む国の意思決定過程の分析から教訓を導き出して、第 1部や第 2

部における考察を下支えする。
第 1部のイギリス流平和的生存権の保障手続は、司法的というより、立法

手続的であり、かつ、イギリス法に慣れない読者がこれに接すると、「憲法違
反」、「違憲」という問題に対して、むしろ「鈍感」で「ずるく」思えるかも
知れない。実は、第 2部は、軍隊を違憲のまま育てることの、法の支配にとっ
てのダメージ、国の将来にとってのダメージを深く憂いながら、先に執筆さ
れた。しかし、学問的には、単に憲法違反を憲法違反として糾弾してとどま
るのではなく、それを超越した理論的な視点を提供した上で、そこから、現
状を冷静に分析し、その欠陥ないし将来の課題と、その具体的、実践的な是
正方法を提示できることが、より重要なのではないかと思われる。その視点
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を忘れずに済んだのは、イギリス留学当初においてお世話になった故奥平康
弘先生からの手紙のおかげであった。
本書の個人的な意義を述べれば、これは筆者の 1992年からのイギリス留学

当時の国際連合平和維持活動の研究以来の大きな課題、つまり陸海空軍その
他の戦力の保持の禁止という憲法上の義務と、現実の「仮」再軍備の間の乖
離状態の、国際関係の現実を踏まえた、合理的な解決方法の探求、に対する
回答である。
また本書の執筆に当たっては読者から、拙著『イギリス憲法Ⅰ　憲政』

（東信堂 2013年）について、色々なご批判を頂いたことも、大変有益であった。
直接お名前を存じ上げない方々も多いのであるが、ここにあらためて謝意を
表する。
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